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令和８年第３回国分寺市教育委員会定例会議事日程 
 

令和８年３月 19日開催 
 

日程第１  開会と署名委員の指名 
 
 
日程第２  前会議事録の承認 
 
 
日程第３  教育長等の報告 
 
 
日程第４  議事 
 
    １ 議案第 12号 
      国分寺市教育委員会管理職職員の人事異動について 
 
    ２ 議案第 13号 
      国分寺市教育委員会指導主事の異動について 
 
    ３ 議案第 14号 
      国分寺市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について 
 
    ４ 議案第 15号 
      国分寺市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 
 
    ５ 議案第 16号 
      国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及

び副校長に委任する規程の一部を改正する訓令について 
 
    ６ 議案第 17号 
      国分寺市公立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令について 
 
    ７ 議案第 18号 
      国分寺市立第一中学校学校薬剤師の委嘱について 
 
    ８ 議案第 19号 
      学校産業医の選任について 
 
    ９ 議案第 20号 
      国分寺市学校運営協議会委員の委嘱について 
 
    10 議案第 21号 
      国分寺市社会教育委員の委嘱について 
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    11 議案第 22号 
      国分寺市文化財保護審議会委員の委嘱について 
 
    12 議案第 23号 
      専決処分について 
 
 
日程第５  協議 
 
 
日程第６  報告 
 
    １ 令和７年度国分寺市教育委員会児童生徒表彰式について 

     〔教育総務課〕…資料１ 
 

    ２ 寄附の受領について            〔教育総務課〕…資料２ 
 

    ３ 令和８年度の教育課程について      〔学校指導課〕…資料３ 
 

    ４ 国分寺市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保 
措置実施計画について          〔学校指導課〕…資料４ 

 
 
日程第７  その他 
 
 
日程第８  閉会 



議案第12号 

 

 

国分寺市教育委員会管理職職員の人事異動について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年３月19日提出 

 

 

国分寺市教育委員会 

                    教育長 古 屋 真 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

人事の刷新を図るため、人事異動を実施する必要がある。 



 

 

議案第12号は、委員及

び関係管理職のみの配布

とさせていただきます。 

 

 

 

 

                      

        教育総務課 

  



議案第13号 

 

 

   国分寺市教育委員会指導主事の異動について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

  令和８年３月19日提出    

 

 

国分寺市教育委員会      

教育長 古 屋 真 宏   

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国分寺市教育委員会事務局処務規則（昭和34年教委規則第１号）第３条

第５項の規定により、教育委員会が行う指導主事の任命について、教育委員

会に諮る必要がある。 



 

 

議案第13号は、委員及

び関係管理職のみの配布

とさせていただきます。 

 

 

 

 

                      

        教育総務課 

  



議案第14号 

 

 

国分寺市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則に 

ついて 

 

 

上記の議案を提出する。 

  

 

令和８年３月19日提出 

 

 

国分寺市教育委員会       

                     教育長 古 屋 真 宏 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

市立男女平等推進センターの管理施設の一部を市立教育センターへ管理替

えするため、必要がある。 
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国分寺市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 

 国分寺市教育委員会事務局処務規則（昭和34年教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第１教育部の項社会教育課の項分掌事務の欄第17号中「及び男女平等

推進センター」を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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国分寺市教育委員会事務局処務規則（昭和34年教育委員会規則第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

部 課 係 分掌事務 

教育部 教育総務課の項～学校指導課の項 （略） 

社会教育

課 

 (1)～(16)（略） 

(17)教育センター及び男女平等推進センターの施

設の利用承認に関すること。 

ふるさと文化財課の項～図書館課の項 （略） 
 

部 課 係 分掌事務 

教育部 教育総務課の項～学校指導課の項 （略） 

社会教育

課 

 (1)～(16)（略） 

(17)教育センター                        の施

設の利用承認に関すること。 

ふるさと文化財課の項～図書館課の項 （略） 
 

 



議案第15号 

 

 

国分寺市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

令和８年３月19日提出 

 

 

                   国分寺市教育委員会 

                     教育長 古 屋 真 宏  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

子育て部分休暇の導入による文言整理を行うため、必要がある。 
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国分寺市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

国分寺市立学校職員服務規程（平成３年教育委員会訓令第７号）の一部を

次のように改正する。 

第８条第１項第１号中「規定する介護休暇」の次に「、同条例第18条の２

に規定する介護時間、同条例第18条の３（子育て部分休暇）に規定する子育

て部分休暇」を加える。 

附 則 

この訓令は、公表の日から施行する。 
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国分寺市立学校職員服務規程（平成３年教育委員会訓令第７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（年次休暇等の請求等） （年次休暇等の請求等） 

第８条 次の各号に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿により行わなければな

らない。 

第８条 次の各号に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿により行わなければな

らない。 

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第

45号。以下「学校職員勤務時間条例」という。）第15条（年次有給休暇）に

規定する年次有給休暇、同条例第16条（病気休暇）に規定する病気休暇、同

条例第17条（特別休暇）に規定する特別休暇、同条例第18条（介護休暇）に

規定する介護休暇                         

                      等 

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第

45号。以下「学校職員勤務時間条例」という。）第15条（年次有給休暇）に

規定する年次有給休暇、同条例第16条（病気休暇）に規定する病気休暇、同

条例第17条（特別休暇）に規定する特別休暇、同条例第18条（介護休暇）に

規定する介護休暇、同条例第18条の２に規定する介護時間、同条例第18条の

３（子育て部分休暇）に規定する子育て部分休暇等 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 



議案第16号 

 

 

国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学

校長及び副校長に委任する規程の一部を改正する訓令について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

令和８年３月19日提出 

 

 

                   国分寺市教育委員会 

                     教育長 古 屋 真 宏  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

子育て部分休暇の導入及び国分寺市職員の旅費に関する条例（昭和49年

条例第32号）の一部改正による文言整理を行うため、必要がある。 
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国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学

校長及び副校長に委任する規程の一部を改正する訓令 

国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副

校長に委任する規程（平成20年教育委員会訓令第11号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項第８号中「及び介護時間」を「、介護時間及び子育て部分休

暇」に改める。 

第３条第１項第７号及び第２項第６号中「及び介護時間」を「、介護時間

及び子育て部分休暇」に改め、同項第７号中「出張」を「旅行」に改める。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副校長に委任する規程（平成20年教育委員会訓令第11号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（委任事務） （委任事務） 

第２条 所属の都費負担教職員（校長及び副校長を除く。以下「都費負担教職員」

という。）に係る次の事務を校長に委任する。 

第２条 所属の都費負担教職員（校長及び副校長を除く。以下「都費負担教職員」

という。）に係る次の事務を校長に委任する。 

(1)～(7) (略) (1)～(7) (略) 

(8) 副校長の特別休暇、介護休暇及び介護時間        の承認に関す

ること。 

(8) 副校長の特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の承認に関す

ること。 

(9)～(19) (略) (9)～(19) (略) 

２～３ (略)   ２～３ (略)  

第３条 都費負担教職員に係る次の事務を副校長に委任する。 第３条 都費負担教職員に係る次の事務を副校長に委任する。 

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

(7) 特別休暇、介護休暇及び介護時間                の承認に関すること。 (7) 特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の承認に関すること。 

(8)～(11) (略) (8)～(11) (略) 

２ 市費負担職員に係る次の事務を副校長に委任する。 ２ 市費負担職員に係る次の事務を副校長に委任する。 

(1)～(5) (略) (1)～(5) (略) 

(6) 勤務時間条例第18条の規定による病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護

時間                の承認に関すること。 

(6) 勤務時間条例第18条の規定による病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時

間及び子育て部分休暇の承認に関すること。 

(7) 国分寺市職員の旅費に関する条例（昭和49年条例第32号）第４条の規定に

よる出張で即日帰校のものを命令すること。 

(7) 国分寺市職員の旅費に関する条例（昭和49年条例第32号）第４条の規定に

よる旅行で即日帰校のものを命令すること。 

(8)～(9) (略) (8)～(9) (略) 

 



議案第17号 

 

 

国分寺市公立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令に

ついて 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

令和８年３月19日提出 

 

 

                   国分寺市教育委員会       

                     教育長 古 屋 真 宏 

  

 

 

 

 

 

提案理由 

東京都教育委員会職員出勤記録及び出勤簿整理規程（昭和47年東京都教

育委員会訓令第13号）等の一部改正による文言整理を行うため、必要があ

る。 
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国分寺市公立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令 

国分寺市公立学校職員出勤簿整理規程（昭和36年教育委員会規程第３号）

の一部を次のように改正する。 

別表中第49項を第51項とし、第34項から第48項までを２項ずつ繰り下げ、 

      「   「   

同表第33項中 部分  を  部休  に改め、同項を同表第35項とし、同表中第 

  」   」 

32項を第34項とし、第31項を第33項とし、同表第30項中「31」を「33」に改

め、同項を同表第32項とし、同項の前に次のように加える。 

31 子育て部分休暇 子部 

別表中第29項を第30項とし、第22項から第28項までを１項ずつ繰り下げ、 

 「    「    

同表第21項中「生理休暇」を「健康管理休暇」に、  生休   を  健休  に改 

   」    」  

め、同項を同表第22項とし、同表中第20項を第21項とし、第７項から第19項

までを１項ずつ繰り下げ、同表第６項の次に次のように加える。 

７ 超勤代休時間（出勤時限後に与えたときは、出勤

の表示又は他の表示の上に表示すること。） 
超代 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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国分寺市公立学校職員出勤簿整理規程（昭和36年教育委員会規程第３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

事由 表示 

１～６ （略） 

 

 

７～20 （略） 

21 生理休暇      生休  

22～29 （略） 

 

30 職務に専念する義務の免除（31に該当する場合を除

く。） 

 

31・32 （略） 

33 部分休業  部分  

34～49 （略） 
 

事由 表示 

１～６ （略） 

７ 超勤代休時間（出勤時限後に与えたときは、出勤の表

示又は他の表示の上に表示すること。） 
 超代  

８～21 （略） 

22 健康管理休暇  健休  

23～30 （略） 

31 子育て部分休暇  子部  

32 職務に専念する義務の免除（33に該当する場合を除

く。） 

 

33・34 （略） 

35 部分休業  部休  

36～51 （略） 
 

 



議案第18号 

 

 

   国分寺市立第一中学校学校薬剤師の委嘱について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年３月19日提出 

 

 

国分寺市教育委員会 

教育長 古 屋 真 宏 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国分寺市立第一中学校学校薬剤師の辞任に伴い、国分寺市立学校学校医、

学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に関する規則（平成11年教委規

則第２号）第２条第１項の規定により、新たに学校薬剤師を委嘱する必要

がある。 



Ｎｏ． 学校名 氏　名 委嘱内容 任　期

1 第一中学校 印出
い ん で

　真紀
ま き

学校薬剤師
令和７年４月１日

～
令和８年３月31日

Ｎｏ． 学校名 氏　名 委嘱内容 任　期

1 第一中学校
中島
なかじま

　謙司
け ん じ

マクシミリアン
学校薬剤師

令和８年４月１日
～

令和９年３月31日

国分寺市立第一中学校学校薬剤師候補者名簿  

国分寺市立第一中学校学校薬剤師解嘱者名簿



議案第19号  

 

 

   学校産業医の選任について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年３月19日提出  

 

 

                   国分寺市教育委員会 

                     教育長 古 屋 真 宏  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 国分寺市学校教職員労働安全衛生管理規則（令和３年教委規則第６号）

の規定により、学校産業医を選任する必要がある。 



令和８年度 学校産業医 候補者名簿 

 

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

 

学校産業医候補者 

 

 

 

 

 

 

氏 名 所 属 等 備 考 

髙
たか

 木
ぎ

 智
とも

 匡
ただ

 社会福祉法人 浴光会  理事長 再 任 



議案第20号 

 

 

国分寺市学校運営協議会委員の委嘱について   

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

令和８年３月19日提出 

 

 

国分寺市教育委員会 

教育長 古 屋 真 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則（平成25年教委規則第５

号）第４条第１項の規定により、委嘱を行う必要がある。 
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令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第一小学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 尾川
お が わ

 日帆乃
ひ ほ の

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

２ 杉浦
すぎうら

 真子
し ん こ

 地 域 住 民 
民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 

に わ に は 代 表 
再 任 

３ 花田
は な だ

 茂
しげる

 識 見 者 明 星 大 学 特 任 教 授 再 任 

４ 原嶋
はらしま

 和子
か ず こ

 地 域 住 民 書 道 家 再 任 

５ 山崎
やまざき

 恒雄
つ ね お

 識 見 者 
さわやかプラザもとまち

常 務 理 事  事 務 局 長 
再 任 

６ 渡邉
わたなべ

 泰子
や す こ

 地 域 住 民 元民生委員・児童委員 再 任 

７     

８     

 定数：８名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 



- 2 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第二小学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 青柳
あおやぎ

 貞夫
さ だ お

 地 域 住 民 
地 域 見 守 り 活 動 

ボ ラ ン テ ィ ア 
再 任 

２ 秋吉
あきよし

 恒子
つ ね こ

 識 見 者 ひ か り 保 育 園 長 再 任 

３ 井上
いのうえ

 智子
さ と こ

 地 域 住 民 
青少年対策委員会西地区

副 委 員 長 
新 任 

４ 高柳
たかやなぎ

 修一
しゅういち

 地 域 住 民 二 小 卒 業 生 再 任 

５ 萩原
はぎわら

 修
しゅう

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

６ 宮
みや

鍋
なべ

 緑
みどり

 保 護 者 保 護 者 代 表 新 任 

７     

８     

 定数：８名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 



- 3 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第三小学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 金子
か ね こ

 美佳
み か

 地 域 住 民 元 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 再 任 

２ 小林
こばやし

 謙
けん

介
すけ

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

３ 小宮
こ み や

 里
り

江
え

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

４ 坂下
さかした

 亜矢子
あ や こ

 地 域 住 民 
元 Ｐ Ｔ Ａ 副 会 長 

おはなしタンバリン担当 
再 任 

５ 種田
た ね だ

 陽
よう

哉
さい

 地 域 住 民 元 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 再 任 

６ 蓮
はす

實
み

 麗子
れ い こ

 地 域 住 民 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 再 任 

７ 林
はやし

 博
ひろ

行
ゆき

 識 見 者 
法務省東京保護観察所 

保 護 司 
再 任 

８ 藤田
ふ じ た

 沙織
さ お り

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

 定数：８名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 



- 4 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第五小学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 石川
いしかわ

 真澄
ま す み

 地 域 住 民 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 再 任 

２ 岡田
お か だ

 光弘
みつひろ

 地 域 住 民 
元 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 

元学校支援コーディネータ 
再 任 

３ 髙山
たかやま

 則子
の り こ

 地 域 住 民 元学校支援コーディネータ 新 任 

４ 田和
た わ

 洋太
よ う た

 地 域 住 民 主任民生委員・児童委員 再 任 

５ 中村
なかむら

 克之
かつゆき

 地 域 住 民 中 村 農 園 新 任 

６ 成田
な り た

 珠美
あ け み

 地 域 住 民 
認 定 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 

冒 険 遊 び 場 の 会 
新 任 

７ 道下
みちした

 祐子
ゆ う こ

 保 護 者 
保 護 者 代 表 

元学校支援コーディネータ 
新 任 

８ 龍神
りゅうじん

 瑞穂
み ず ほ

 地 域 住 民 
内 藤 ・ 日 吉 地 域 

連 合 防 災 会 会 長 
再 任 

 定数：８名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 



- 5 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第八小学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 小寺
お で ら

 秀俊
ひでとし

 地 域 住 民 高 木 町 自 治 会 役 員 再 任 

２ 齊藤
さいとう

 玲奈
れ な

 保 護 者 保 護 者 代 表 新 任 

３ 寺本
てらもと

 桂一
けいいち

 地 域 住 民 西 町 中 藤 町 会 会 長 再 任 

４ 中沢
なかざわ

 恵
めぐみ

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

５ 樋口
ひ ぐ ち

 利彦
としひこ

 識 見 者 東 京 学 芸 大 学 元 教 授 再 任 

６ 村原
むらはら

 町子
ま ち こ

 識 見 者 
民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 

人 権 擁 護 委 員 
再 任 

７ 吉岡
よしおか

 名保
な お

恵
え

 地 域 住 民 西町弁天町内会副会長 再 任 

８     

 定数：８名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 



- 6 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第九小学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 白石
しらいし

 千晶
ち あ き

 地 域 住 民 民 生 児 童 委 員 新 任 

２ 白岩
しらいわ

 成
なる

志
し

 地 域 住 民 元 保 護 者 再 任 

３ 鈴木
す ず き

 まき子
こ

 識 見 者 元 小 学 校 教 諭 再 任 

４ 渡邉
わたなべ

 昇
の

苗
りえ

 地 域 住 民 元 保 護 者 再 任 

５     

６     

７     

８ 
 

   

 定数：８名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 



- 7 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第一中学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 秋本
あきもと

 明香
あ す か

 地 域 住 民 
国分寺市民防災推進委員

会 事 務 局 長 
再 任 

２ 窪
くぼ

 直子
な お こ

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

３ 沢邉
さ わ べ

  崇
たかし

 地 域 住 民 前 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 再 任 

４ 重松
しげまつ

 靖
やすし

 識 見 者 元 中 学 校 長 再 任 

５ 辻
つじ

 誠
せい

治
じ

 地 域 住 民 元 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 再 任 

６ 林
はやし

 博
ひろ

行
ゆき

 地 域 住 民 保 護 司 再 任 

７ 宮田
み や た

 萬
ま

利子
り こ

 地 域 住 民 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 再 任 

８     

 定数：８名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 



- 8 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第三中学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 佐野
さ の

 充
みちる

 地 域 住 民 
元 中 学 校 教 員 

高 木 町 自 治 会 
再 任 

２ 竹内
たけうち

 薫
かおる

 地 域 住 民 三 中 お や じ の 会 再 任 

３ 原田
は ら だ

 浩
ひろし

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

４ 三島
み し ま

 麻美
あ さ み

 地 域 住 民 くにきたアートウォール主催者 再 任 

５ 村原
むらはら

 町子
ま ち こ

 識 見 者 
民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 

人 権 擁 護 委 員 
再 任 

６ 森田
も り た

 京子
きょうこ

 地 域 住 民 
国 分 寺 市 青 少 年 育 成 

西 地 区 委 員 
新 任 

７ 山上
やまがみ

 真
しん

哉
や

 識 見 者 
国立市教育委員会総合教

育センター学校支援室長 
再 任 

８     

 定数：８名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 



- 9 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第四小学校・国分寺市立第四中学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 安司
あ ん じ

 志子
ゆ き こ

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

２ 井村
い む ら

 穣
ゆたか

 地 域 住 民 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 新 任 

３ 小野
お の

 綾子
りょうこ

 地 域 住 民 
地 域 住 民 

卒 業 生 
再 任 

４ 木下
きのした

 るみ子
こ

 識 見 者 社会福祉法人 Ann Bee 代表 再 任 

５ 坂本
さかもと

 文子
あ や こ

 地 域 住 民 地 域 住 民 再 任 

６ 竹居
た け い

 はるか 地 域 住 民 地 域 住 民 再 任 

７ 鷹野
た か の

 邦人
く に と

 識 見 者 元 大 学 教 授 再 任 

８ 丹下
た ん げ

 美幸
み ゆ き

 地 域 住 民 地 域 住 民 再 任 

９ 戸
と

ノ下
の し た

 達也
た つ や

 識 見 者 大 学 講 師 再 任 

10 中間
な か ま

 久美
く み

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

11 星野
ほ し の

 信夫
の ぶ お

 地 域 住 民 元 市 長 再 任 

12 矢萩
や は ぎ

 光也
み つ や

 地 域 住 民 泉 町 三 丁 目 防 災 会 員 再 任 

13     

14     

15     

16     

 定数：16名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 



- 10 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第六小学校・国分寺市立第十小学校・国分寺市立第五中学校） 

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 青木
あ お き

 智子
と も こ

 保 護 者 
国分寺カレッジ３期生 

めぐるまち国分寺スタッフ 
再 任 

２ 阿部
あ べ

 奈
な

智
ち

 地 域 住 民 学校キャンプサポーター 再 任 

３ 岩倉
いわくら

 友
とも

明
あき

 地 域 住 民 元 学 年 委 員 長 再 任 

４ 岩澤
いわさわ

 美代子
み よ こ

 地 域 住 民 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 再 任 

５ 下司
げ し

 珠美
た ま み

 地 域 住 民 元 学 年 委 員 長 新 任 

６ 小柳
こやなぎ

 今日
き ょ う

子
こ

 地 域 住 民 元 学 年 委 員 新 任 

７ 斉藤
さいとう

 順法
じゅんぽう

 地 域 住 民 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 再 任 

８ 四宮
しのみや

 義幸
よしゆき

 地 域 住 民 学校キャンプサポーター 再 任 

９ 杉田
す ぎ た

 直木
な お き

 地 域 住 民 
こくぶんじ観光まちづく

り 協 会  理 事 
再 任 

10 田村
た む ら

 初江
は つ え

 地 域 住 民 
青少年育成北地区委員会 

委 員 
再 任 

11 西川
にしかわ

 葵
あおい

 地 域 住 民 元 学 年 委 員 長 再 任 

12 浜野
は ま の

 浩一
こういち

 地 域 住 民 戸 倉 自 治 会 防 災 会 再 任 

13 光門
みつかど

 富士
ふ じ

実
み

 地 域 住 民 青少年育成北地区委員長 再 任 

14 宮崎
みやざき

 倉
そう

太郎
た ろ う

 識 見 者 元 小 学 校 長 再 任 

15 森原
もりはら

 綾子
あ や こ

 地 域 住 民 元 学 年 委 員 長 再 任 

16 山口
やまぐち

 久
ひさ

恵
え

 地 域 住 民 
青少年育成北地区委員会

副 会 長 
再 任 



- 11 - 

 

17 吉岡
よしおか

 金時
きんとき

 
学校運営に資す 

る活動を行う者 
元 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 再 任 

18 依岡
よりおか

 清
きよ

志
し

 保 護 者 保 護 者 代 表 新 任 

19 渡邉
わたなべ

 美
み

由樹
ゆ き

 保 護 者 保 護 者 代 表 新 任 

20     

21     

22     

 定数：22名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 

 



- 12 - 

 

令和８年度 学校運営協議会委員候補者名簿 

（国分寺市立第七小学校・国分寺市立第二中学校）   

任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

No 氏 名 推 薦 枠 所 属 等 備 考 

１ 天野
あ ま の

 徹
とおる

 識 見 者 学 識 経 験 者 再 任 

２ 大澤
おおさわ

 早
さ

智子
ち こ

 地 域 住 民 元民生委員・児童委員 再 任 

３ 近藤
こんどう

 千沙
ち さ

都
と

 保 護 者 保 護 者 代 表 再 任 

４ 東海林
し ょ う じ

 美香
み か

 識 見 者 ほ ん だ 保 育 園 長 再 任 

５ 齊藤
さいとう

 公平
こうへい

 
学校運営に資す 

る活動を行う者 
民 間 企 業 経 営 者 新 任 

６ 白木
し ら き

 毅生
た け お

 地 域 住 民 民 間 企 業 代 表 取 締 役 再 任 

７ 鈴木
す ず き

 和宏
かずひろ

 地 域 住 民 国分寺市商工会青年部員 再 任 

８ 永山
ながやま

 律子
り つ こ

 地 域 住 民 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 再 任 

９ 廣
ひろ

松
まつ

 千晶
ち あ き

 地 域 住 民 主任民生委員・児童委員 新 任 

10 米山
よねやま

 博司
ひ ろ し

 識 見 者 国際文化理容美容専門学校 再 任 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 定数：16名以内（国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則） 

 



議案第21号  

 

 

   国分寺市社会教育委員の委嘱について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年３月19日提出  

 

 

                   国分寺市教育委員会 

                     教育長 古 屋 真 宏 

  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 任期満了に伴い、国分寺市社会教育委員の設置に関する条例（昭和35年

条例第４号）第２条の規定により、委員を委嘱する必要がある。 



№ 氏　名 所　属　等 基 準 備考

1 飯沼
いいぬま

　寛
ひ ろ

量
かず

元国分寺青年会議所　理事長 社会教育 再任

2 入江
い り え

　優子
ゆ う こ

東京学芸大学　准教授 学識経験 再任

3 栗木
く り き

　美代子
み よ こ

スクールソーシャルワーカー 家庭教育 再任

4 髙島
たか し ま

　恵生
め ぐ み

国分寺市文化団体連絡協議会　会長 社会教育 再任

5 張
ちょう

堂
ど う

　聡
そ う

文
ぶん

国分寺市高木町自治会　会長 家庭教育 再任

6 根岸
ねぎし

　まり子
こ

読み聞かせサークル　元代表 家庭教育 再任

7 森山
も り や ま

　進一郎
し ん い ち ろ う

東京学芸大学　准教授 学識経験 再任

8 茂呂
も ろ

　雅仁
ま さ ひ と

国分寺市立小学校　元校長 学校教育 再任

9 山崎
やま ざ き

　明子
あ き こ 元国分寺市教育委員会教育部

公民館課　課長
社会教育 再任

10 金
き む

　亨
ひょんそん

善 中央大学　研究開発機構　機構助教 学識経験 新任

国分寺市社会教育委員候補者名簿

任期：令和８年４月1日～令和10年３月31日

定数：12人以内（国分寺市社会教育委員の設置に関する条例）



議案第22号 

 

 

国分寺市文化財保護審議会委員の委嘱について 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和８年３月19日提出 

 

 

国分寺市教育委員会       

                     教育長 古 屋 真 宏   

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

任期満了に伴い、国分寺市文化財の保存と活用に関する条例（平成22年条

例第24号）第33条の規定により、委員を委嘱する必要がある。 



令和８・９年度国分寺市文化財保護審議会委員候補者名簿

№ 氏　　　名 所　属　等 専門分野 備考

1 太田
おおた

　和子
かずこ

元国分寺市教育委員会ふるさと文化財課職員 郷土史 再任

2 紺野
こんの

　英二
えいじ

立正大学文学部博物館学芸員課程専任講師
博物館学・考

古学
再任

3 坂誥
さかづめ

　秀一
ひでいち

立正大学特別栄誉教授 考古学 再任

4 副島
そえじま

　弘道
ひろみち

大正大学名誉教授 美術史 再任

5 馬場
ばば

　憲一
けんいち

法政大学名誉教授 地域史 再任

6 福嶋
ふくしま

　　司
つかさ

東京農工大学名誉教授 植物学 再任

7 藤井
ふじい

　恵介
けいすけ 東京大学名誉教授

東京藝術大学客員教授
建築史 再任

定数：８人以内（国分寺市文化財の保存と活用に関する条例）

任期：令和８年４月1日～令和10年３月31日



議案第23号 

 

 

   専決処分について 

 

  

令和８年度国分寺市一般会計補正予算案について、国分寺市教育委員会

教育長に対する事務委任規則（昭和40年教委規則第１号）第３条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により教

育委員会の承認を求める。 

 

 

  令和８年３月19日提出  

 

国分寺市教育委員会       

                   教育長 古 屋 真 宏   

  

 

 

 

 

提案理由  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第

29条の規定により、緊急に教育委員会の意見として市長に述べる必要があ

り、専決処分したので教育委員会の承認を求めるため、必要がある。 



款 項 目 節 現計予算額（千円） 補正額 （千円） 補正後予算額 （千円） 増減理由

14 02 10 06

国庫支出金 国庫補助金 教育費国庫補助金 体育施設整備費補助金

21 01 10 21

市債 市債 教育債 体育施設整備事業債

令和８年度国分寺市一般会計補正予算案総括表（歳入）

社会教育課

1 0 24,069 24,069
ひかりスポーツセンター第一体育室特定天井耐震化工事に係る学校
施設環境改善交付金の皆増

2 0 43,300 43,300
ひかりスポーツセンター第一体育室特定天井耐震化工事に係る市債
の皆増

-1-



項 目 節 現計予算額（千円） 補正額 （千円） 補正後予算額 （千円） 増減理由

01 07 12
ひかりプラザ管理費 委託料 90,442 6,581 97,023

0
計 90,442 6,581 97,023

01 07 14
ひかりプラザ管理費 工事請負費 0 59,906 59,906

0
計 0 59,906 59,906

令和８年度国分寺市一般会計補正予算案総括表（歳出）

款

社会教育課

１

10
ひかりスポーツセンター第一体育室特定天井耐震化工事に伴う工事監
理を行うための委託料の増。教育費 教育総務費 （ひかりプラザの維持管理に要

する経費）

2

10
ひかりスポーツセンター第一体育室特定天井耐震化工事を行うための
工事請負費の皆増。教育費 教育総務費 （ひかりプラザの維持管理に要

する経費）

-2-
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令和７年度国分寺市教育委員会児童生徒表彰式について 

 

 令和８年３月18日（水）午後４時15分より国分寺市教育委員会児童生徒表彰式を市役所１階 多目的

スペースにて開催いたしました。概要を以下のとおり御報告いたします。 

 

１ 表彰式の出席者 

 ・被表彰者 23人 

 ・学校管理職 10人（小中学校校長会会長、副会長、被表彰者在籍校長） 

 ・教育委員会 ３人（教育長、教育委員） 

 ・教育委員会管理職及び指導主事 ７人 

 

２ 表彰式の概要 

 ・式辞（教育長） 

 ・表彰状及び記念品贈呈 

 ・挨拶（教育委員会委員及び小中学校校長会会長） 

 ・謝辞（小学生授賞者代表及び中学生授賞者代表） 

 ・記念撮影 

 

３ 被表彰者 

被表彰者一覧（敬称略） 
 

氏名 学校名・学年 主な該当内容 

梶原 安稀 第三小学校４年 
日本赤十字社災害義援金チャリティー2025 全日本型競技空手道選手権大会   

 型 ９歳男女混合 優勝 

田中 実桜 第三小学校４年 
第 56 回東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 

 女子９歳以下 50m 背泳ぎ 第１位 

池田 暁 第四小学校５年 2025 青少年航空宇宙絵画国際コンテスト 優秀賞 

大瀬戸 智衣 第四小学校５年 
冲永荘一杯 第 36 回東京都少年少女学年別柔道選手権大会 

 小学４年生 少女軽量の部 第３位 

山口 粋青 第五小学校１年 
ブルグミュラーコンクール 2025 東京 12 月ファイナル 

 小学１・２年 Ｂ部門 金賞 

安井 詩花 第五小学校５年 

東京都ジュニア短水路記録会 ６月  

 10 歳以下 ４×50m フリーリレー 第３位 

第 48 回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

 女子 10 歳以下 ４×50ｍフリーリレー 出場 

滝脇 麻央 第十小学校３年 
ブルグミュラーコンクール 2025 東京 12 月ファイナル 

 小学３・４年 Ｂ部門 金賞 

  

No.１ 資 

料 
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内田 愛梨 第一中学校１年 第 66 回全国書道展 推薦賞 

舟生 奈月 第一中学校１年 

東京都知事杯 第 11 回東京都女子中学軟式野球大会エリエールトーナメン

ト 準優勝 

第 10 回全日本中学女子軟式野球大会 出場 

中島 颯星 第一中学校２年 JFA 第 31 回全日本Ｕ-15 フットサル選手権大会 東京都大会 準優勝 

金子 凌空 第一中学校３年 小・中学校や公民館等における継続的なボランティア活動 

佐藤 励磨 第一中学校３年 

東京都ジュニア短水路記録会 

 男子 14 歳 100m 自由形 第２位 

東京都冬季水泳競技会 

 男子 13・14 歳 100m 自由形 第３位 

2025 年度 いきいき茨城 ゆめカップ 兼 関東地域春季水泳競技大会 

 男子中学２・３年 50m 自由形 第１位 

 男子中学２・３年 100m 自由形 第７位 

第 65 回全国中学校水泳競技大会 

 男子４×100ｍフリーリレー 出場 

 男子 50m 自由形 出場 

渋谷 大河 第二中学校３年 

JCY インターシティトリムカップ（Ｕ-15）EAST 2025 優勝 

高円宮杯 JFA 第 37 回全日本Ｕ-15 サッカー選手権大会 関東大会 ベス

ト 16 

島村 日菜子 第三中学校２年 

第 64 回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 

 女子共通走高跳 第３位 

第 71 回全日本中学校通信陸上競技東京都大会 

 女子共通走高跳 第４位 

隅坂 咲花 第三中学校２年 熱中症患者に対する人命救助活動 

牧野 なつ 第三中学校２年 熱中症患者に対する人命救助活動 

宮下 眞帆 第三中学校３年 

東京都知事杯 第 11 回東京都女子中学軟式野球大会エリエールトーナメン

ト 準優勝 

第 10 回全日本中学女子軟式野球大会 出場 

唐澤 凛 第四中学校１年 
第 11 回全日本トランポリンジュニア選手権大会 

 シンクロナイズド競技 中学生女子 第４位 

榎本 煌 第四中学校２年 

第 64 回東京都中学校総合体育大会 

 バレーボール競技 男子の部 第３位 

第 60 回関東中学校バレーボール大会 第３位 

第 55 回全日本中学校バレーボール選手権大会 出場 

JVA 第 28 回全国ヤングクラブバレーボール大会 

 Ｕ-14 男子 MARIN の部 ２部Ａ 準優勝 

第 69 回東京都中学校バレーボール新人大会 第３位 

中村 斗眞 第四中学校２年 

第 45 回東京ジュニアテニス選手権大会 

 14 歳以下男子ダブルス 第３位 

第 99 回関東ジュニアテニス選手権大会 

 14 歳以下男子ダブルス 出場 

吉田 凜 第四中学校３年 
令和７年「宇宙の日」記念行事 全国小・中学生 作文絵画コンテスト 

 作文の部 中学生部門 グランプリ 

大久保 沙綾 第五中学校３年 

東京都知事杯 第 11 回東京都女子中学軟式野球大会エリエールトーナメン

ト 準優勝 

第 10 回全日本中学女子軟式野球大会 出場 

安川 輪太朗 第五中学校３年 

令和７年度 全国中学校体育大会 第 65 回全国中学校水泳競技大会 

 男子４×100m メドレーリレー 第 18 位 

第 73 回東京都中学校学年別水泳競技大会 

 男子 100m 背泳ぎ 第３位 

 



 

 

寄附の受領について 

 

 このことについて、下記のとおり寄附の申出（１件）がありましたので報告い

たします。 

 

記 

 

１  受付年月日  令和８年２月 20日 

    

寄附申請者  非公表 

 

寄附先    国分寺市立第一小学校及び第四小学校  

 

寄附物件   キーボードアンプ ヤマハＫＳ ２台 

 

   評価額    22,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.２ 
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令和８年度小・中学校の教育課程について 
 
１ 令和８年度の重点事項（全校共通） 

地域を知り、地域を大切にする思いを育み、世界を見つめ、未来を拓く児童・生徒の 
育成を目指した教育の構築のために、以下の２点を重点事項とした。 
（１）コミュニティ・スクールのさらなる推進 
  地域に根差した質の高い探究的な学習と、学校と地域が一体となって子どもの成長
を支える取組の推進を通した、地域と共にある学校の形成 

（２）不登校支援対応の強化 
  学校内外の機関と連携した相談・指導の充実、学びの多様化への対応と子どもが安
心できる居場所づくりの推進 

 
２ 特色ある教育活動 

学校名 
コミュニティ・スクール（CS）の 

さらなる推進 
不登校支援対応の強化 

第一小学校 
CS を活用した特色ある教育活動の実現と
不登校支援対応の充実 

校内外施設の活用と地域連携による居場所
機能及び学習支援体制の充実 

第二小学校 
児童・保護者・地域及び教職員のウェルビ
ーイングを基盤とした関係性の構築 

児童一人ひとりの状況の的確な把握と組織
的な支援体制の構築 

第三小学校 
学校・PTA・自治会との関係構築と地域人
材の発見・活用による持続可能な CS 体制
の構築 

担任と校内組織の連携による早期把握及び
組織的支援体制の充実 

第四小学校 
３年目の実働期として、地域学校協働本部
を機能させ、学校・地域が協働した特色あ
る教育の推進と地域を愛する児童の育成 

的確な状況把握と児童の発達の段階や保護
者の思いに寄り添った組織的な支援のさら
なる強化 

第五小学校 
地域人材・教育資源の積極的活用と小・中
連携を意識した情報共有及び情報発信の
強化 

SSW・SC との連携及び校内委員会を中核と
した未然防止・早期支援とサポート教室の活
用による支援体制の充実 

第六小学校 
第五中学校区 CS として、学校運営協議会
の内容の工夫や体制づくりと体験学習等
の実施による教育活動のさらなる充実 

マルチルームの活用による子どもの社会的
自立を見据えた段階的支援と居場所づくり
の充実及び早期発見・早期対応体制の強化 

第七小学校 
第二中学校区としての国分寺型コミュニ
ティ・スクール及び教職員や子どもの取組
や交流の推進 

フリースクール等関係機関との連携と職員
による定期的な情報共有等の組織的支援の
充実 

第八小学校 
子どもと大人が共に参画する活動と人材
育成を基盤とした持続可能な CS の構築 

サポート教室の活用とフリースクールとの
連携による組織的な不登校支援対応 

第九小学校 
９ちゃん農園や９ちゃん広場など地域資
源を生かした活動のさらなる充実や協力
員の人材確保による持続可能なCSの構築 

多職種・関係機関が連携した組織的支援体制
の強化と校内支援環境の整備 

第十小学校 
第五中学校区 CS として、体制づくりと持
続可能な人材発掘及び人材育成 

笑顔チェックカードを活用した状況及び要
因の分析に基づく迅速かつ細やかな支援体
制の充実  

第一中学校 
義務教育９年間を見据えた国分寺学の計
画的実施と地域公開を軸とした発信及び
地域連携による安全教育の推進 

トライルームへの通級及びサポート教室の
活用と多職種連携による居場所機能の充実 

第二中学校 
第二中学校区として、小中合同 CS のよさ
を生かした、交流学習や合同の取組の推進 

心の安定を目指したハートフルウィークの
設定等、不登校の未然防止の取組の推進 

第三中学校 
「地域とともにある学校」を目指した持続
可能な組織づくりや取組の充実 

支援室や学校運営協議会主体の「三中カフ
ェ」を活用した生徒の居場所の充実 

第四中学校 
３年目の実働期として、地域学校協働本部
を機能させ、地域人材の発掘等による協力
体制の拡充による持続可能な CS の構築 

不登校対応巡回教員の機能を生かしたサポ
ート教室運営及びトライルーム等の関係機
関との連携強化 

第五中学校 
第五中学校区 CS として、体制の構築と人
材発掘・育成を基盤とした国分寺学の系統
的実施と地域への還元 

生徒理解のための調査結果の分析と、それに
よる二者面談の実施、サポート教室の運営強
化・充実 

No.３ 
資 

料 



３　令和８年度授業実施予定時数一覧

（１）通常の学級（小学校第６学年、中学校第３学年）

校種 学校名 各教科
特別の教科

道徳

総合的な

学習の時間

特別活動

(学級活動）
総時数 授業日数

875 35 70 35 1015

第一小学校 875 35 70 35 1015 202

第二小学校 875 35 70 35 1015 202

第三小学校 889 35 70 35 1029 202

第四小学校 875 35 75 35 1020 202

第五小学校 875 35 70 35 1015 202

第六小学校 879 35 70 35 1019 202

第七小学校 875 35 80 35 1025 202

第八小学校 875 35 70 35 1015 202

第九小学校 878 35 72 35 1020 202

第十小学校 877 35 70 45 1027 202

第一中学校 875 35 72 35 1017 199

第二中学校 875 35 71 35 1016 200

第三中学校 875 35 70 35 1015 200

第四中学校 875 35 70 35 1015 200

第五中学校 875 35 73 38 1021 199

（２）特別支援学級（小学校第６学年、中学校第３学年）

校種 学校名 各教科
特別の教科

道徳

外国語活

動

総合的な

学習の時間

特別活動

(学級活動）
自立活動

教科等を合

わせた指導
総時数 授業日数

第二小学校 605 37 18 111 37 37 170 1015 202

第四小学校 635 35 10 70 35 230 1015 202

第六小学校 622 35 10 70 35 35 212 1019 202

第七小学校 622 35 10 50 35 35 238 1025 202

第二中学校 805 35 35 35 105 1015 200

第三中学校 840 35 35 35 70 1015 202

第四小学校 820 35 60 35 70 1020 202

第二中学校 770 35 70 35 105 1015 200

※　標準総時数は、通常の学級に準ずる。

標準時数

小

学

校

中

学

校

知

的

障

害

自

閉

症

・

情

緒

障

害
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国分寺市立学校の教育職員に関する 

業務量管理・健康確保措置実施計画 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

国分寺市教育委員会 
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１．計画の趣旨と位置付け 

（１）計画の趣旨 

教員一人一人の心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいをもって職務に

従事できる環境を整備することにより、国分寺市立学校における教育の質の

維持向上を図ることを目指し、本計画を策定する。 

  

（２）計画の位置付けについて 

本計画は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法（昭和４６年法律第７７号）第８条第１項の規定により教育委員会が定

める「業務量管理・健康確保措置実施計画」であり、「国分寺市立学校にお

ける働き方改革推進プラン」（平成３１年１月）の実行計画として策定するも

のである。 

 

（３）計画期間 

    令和８年度から令和１１年度まで 

 

2．本市の現状 

（１）本市の現状 

〇 教育委員会では、令和２年４月に、所管に属する学校の教育職員の在校

等時間の上限に関する方針として、国分寺市公立学校の管理運営に関す

る規則（昭和３５年教委規則第６号）を改正し、教育職員の業務量の適切

な管理に取り組んできた。 

〇 こうした取組の結果、本市における令和３年度から令和７年度までの教育

職員の時間外在校等時間及び教育職員のストレスチェックの高ストレス

者の割合の状況については、次ページのとおりであった。 
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【本市における教育職員の時間外在校等時間の状況】 

（各年度１０月の実績） 
 年度 小学校（％） 中学校（％） 

月４５時間を上回る

割合 

R3 27.1 37.4 

R4 25.3 37.7 

R5 22.4 30.5 

R6 24.4 29.6 

R7 16.0 28.2 

月８０時間を上回る

割合 

R3  2.5  5.8 

R4 1.0 5.1 

R5 1.7 4.3 

R6 1.0 2.8 

R7 0.9 4.0 

 

【本市における教育職員のストレスチェックの高ストレス者※の割合】 

年度 割合（％） 

R3 14.0 

R4 10.7 

R5 10.7 

R6 8.3 

R7 10.4 

※厚生労働省の「ストレスチェック実施のマニュアル」高ストレス者判定基 

準による 

 

〇 令和７年度１０月の時点で、時間外在校等時間が４５時間を超える割合は、

小学校では１６.0％、中学校では２８.2％となっている。特に、中学校では、

全体の約４分の１以上の教育職員が４５時間を超えている状況である。ま

た、令和７年度の時点で、教育職員のストレスチェックの高ストレス者の割

合は、１０．４％となっている。実効的な対策を図ることによって、教育職員の

業務や教育の質の向上のための時間的余裕を創出するとともに、ワーク・

ライフ・バランスの充実や働きがい等を感じられる職場環境の改善を図る

ことが必要である。 
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３．目標 

（１）時間外在校等時間に関する目標 

① １箇月時間外在校等時間が４５時間以下の割合を１００％にする。 

② １年間における１箇月時間外在校等時間の平均時間を３０時間程度 

にする。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

   ・ ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を５％まで減少させる。 

 

４．実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

〇 本市では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。 

（１）「学校と教師の業務の３分類」（※P８参考資料）を踏まえた業務の見 

直し  

① 学校以外が担うべき業務 

◆ 登下校時の通学路における日常的な見守り活動等（「３分類」①関係） 

・ 学校運営協議会と共に、保護者・地域住民等による通学路の見守り

活動の在り方を検討する。 

◆ 放課後から夜間などにおける校外の見回り、児童・生徒が補導され

た時等の対応（「３分類」②関係） 

・ 放課後から夜間における見回りについては、警察等が行っている見

回りに委ねることとし、学校における自主的な見回りは原則行わない

こととする。 

・ サポートチーム連絡会等において、補導等された児童・生徒の引取り

については、保護者が第一義的な責任を負うことについて認識を共

有する。 

◆ 学校徴収金の徴収・管理（公会計化等）（「３分類」③関係） 

・ 給食費については、平成２２年度から公会計化を実施しているが、そ
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の他の学校徴収金についても、今後も検証及び必要な改善に努めて

いく。 

◆ 保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困

難な事案への対応（「３分類」⑤関係） 

・ 学校教育行政に係る法務相談等担当弁護士（スクールロイヤー）の

派遣事業の活用を促進するために、同事業の周知徹底を図る。 

 

② 教師以外が積極的に参画すべき業務 

◆ 調査・統計等への回答（「３分類」⑥関係） 

・ 校務支援システムの機能等を活用することによって、市から学校に発

出される調査の回答に係る事務負担を軽減する。 

◆ 学校プールや体育館等の施設・設備の管理（「３分類」⑨関係） 

・ 現在、本市では、水質管理を含めて、民間施設を利用した学校水泳

指導を２校で実施している。今後も施設・設備の老朽化の状況等に

応じて、事業委託を検討していく。 

・ 体育館等の地域開放施設の管理業務について、既に市で導入して

いる公共施設予約システムの活用に向けて、検証及び必要な改善

に努めていく。 

◆ 部活動（「３分類」⑬関係） 

・ 以下の項目について実践と検証を重ねながら、本市の実態に合った

部活動の地域連携・地域展開を積極的に推進していく。 

ア 部活動指導員や外部指導員の拡充 

イ 拠点校方式の部活動の拡充 

ウ 地域団体との連携推進 

エ 地域クラブ設立の可能性の検討 
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③ 教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務 

◆ 授業準備、学習評価や成績処理（「３分類」⑮⑯関係） 

・ 都の動向を注視しつつ、授業準備や採点作業等を補助するスクール

サポートスタッフの全校配置を継続する。 

・ 校務支援システムの機能や自動採点技術等を活用することによって、

授業準備、採点作業や成績処理等に係る事務負担を軽減する。 

◆ 支援が必要な児童・生徒、家庭への対応（「３分類」⑲関係） 

・ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の生徒指導関

係の校内会議への参加を促進し、専門的な知見を活用しつつ、教職

員が連携・協働した支援体制を構築する。 

・ 教育委員会において、福祉・警察等の関係機関と学校との連携に関

する協議会（サポートチーム連絡会）を開催することで、学校が組織

として関係機関と連携・協働し、適切な役割分担の下に支援を行う

ことのできる体制を構築する。 

・ 必要に応じて、医療的ケア看護職員や介助員等、専門的な人材の

学校への派遣を実施する。 

 

（２）学校における措置の推進 

〇 学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適

正化を図る。 

・ 各学校の教育課程における年間総授業時数や週当たり授業時数につ

いては、年度当初の計画段階で真に必要な時数となるよう設定する。

特に、標準授業時数を大幅に上回って（小学校第４学年以上は年間で

１０８６単位時間以上）編成されている場合には、指導体制に見合うも

のとなるよう見直す。 

・ 当初のねらいが形骸化し十分な効果が見込めない活動等の見直し、

清掃の時間や頻度の見直し、放課後の活動時間の勤務時間内での設
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定など、日課表の工夫を行う。 

・ デジタル技術の活用により、教員と保護者間の連絡や学校内の連絡な

どの校務を効率化し、「GIGAスクール構想の下での校務ＤＸチェックリ

スト」に基づいた自己点検の達成状況を、令和６年度国分寺市平均３

７５．３点から令和６年度東京都平均４３８点にする。 

（例） 欠席連絡や登校状況の把握等について、電話連絡だけでなく、

校務ＰＣやアプリ等を用いて効率的に行う。 

 

（３）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

〇 教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規

定を遵守するとともに、以下の内容に取り組む。 

・ １箇月時間外在校等時間が８０時間を超えた教育職員は、医師による

面接指導を実施する。 

・ １１時間を目安とする勤務間インターバルの確保に取り組む。 

・ ストレスチェック実施率１００％を目標とし、実施後の集団分析の結果

等も活用して職場環境の改善を推進する。 

・ 心身の健康問題についての相談窓口を整理し、周知を進める。 

・ 年次有給休暇についてまとまった日数を連続して取得できるよう、各

学校に対して働き掛けをしていく。 

・ 令和８年度中に、学校における定時退校日を月１回以上、夏季休業期

間中に連続４日間以上の一斉閉校期間を設定するよう、各学校に働き

掛けていく。 

 

５．関連する取組、今後のフォローアップについて 

・ 取組の着実な実行を図るため、市内各学校の教育職員の在校等時間

の状況を把握し、毎年度、市教育委員会のHPで公表するとともに、定

例の教育委員会及び総合教育会議において報告することとする。 
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・ 学校での児童・生徒の支援に当たる医療・福祉に関する人材の確保に

ついて、関係部局・関係機関と共に取り組む。 

・ 時間外在校等時間に係る目標の達成状況については、教育委員会で

導入している出退勤管理システムで把握し、ワーク・ライフ・バランスや

働きがい等に関する目標の達成状況についても、教育委員会で導入し

ているストレスチェックの結果から把握する。教育委員会において、各学

校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題が見られるときは、当

該学校に聞き取り・指導等を実施する。特に、時間外在校等時間が長

時間となっている教育職員がいる学校や、業務の持ち帰りや休憩時間

の確保が課題となっている学校については、速やかに状況が改善され

ることを目指し、当該学校に対する個別の支援・指導を実施する。 

・ 各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え各学

校へ本計画の周知を行うとともに、管理職向けにマネジメント等に関す

る研修を充実させるなど、教育委員会からの支援を強化する。各学校

においては、校長をはじめとした管理職のリーダーシップの下、学校運

営協議会における協議等も踏まえつつ、本計画に基づき、教職員の働

き方改革に向けた取組を実施する。 

・ 保護者、地域の理解を促進するため、業務量管理・健康確保措置計画

の内容について周知を行うとともに、具体の項目について協力を得ら

れるよう取り組む。 
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※ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の 

制定等について（令和７年９月２６日７文科初第１４０４号文部科学事務次官通知） 別添４  


